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研究成果の概要（和文）：司法面接とは，事件や事故の被害者，目撃者となった子どもから，精神的負担をかけること
なく正確な情報を聴取することを目指した面接法である。本課題の目的は「司法面接」とその研修プログラムの評価と
改善であった。事前事後の比較による研修の効果測定，面接の繰り返しの影響，ポジティブ／ネガティブな出来事の記
憶，面接における教示の理解，出来事を報告するための語彙（特に，時間語彙）等に関する実験・調査研究を行い，成
果を研修プログラムとして専門家に提供するとともに，フィードバックを基礎研究に投入する，というサイクルで研究
を行った。面接法の社会実装を図るために，専門家による現実の面接も行った。

研究成果の概要（英文）：Forensic interviewing is the method of eliciting as accurate information as 
possible from alleged child witnesses and victims, while lessening their stress. The purpose of this 
study was to evaluate the effectiveness of the method and the training program to improve them. In order 
to achieve these goals, we conducted basic studies, which topics include the difference of interviews 
between pre- and post training, the effect of repeating interviews, memory for positive and negative 
events, effects of instructions in the interviews, acquisition of vocabulary to talk about events 
(timing), and so on. We provided the results to professionals through the training, and then we received 
their feedbacks and use them to promote basic studies. We also supported professionals to conduct 
interviews in the real-world settings to promote implementation of the method in their practices.

研究分野： 実験心理学
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１．研究開始当初の背景 
福祉、司法を問わず、虐待事件や、子ども

が巻き込まれた事件、事故等においては、子
どもからいかに正確な情報を得るかが重要
な課題となる。しかし、現実には、子どもか
ら話を聞き出すことは難しい。 
第一に、子どもの側の問題がある。多くの

研究が、子どもの被暗示性（他者の言葉や誘
導を受け入れてしまう傾向性）、語彙・概念
の不足（時間、人物、場所等に関する概念や、
語彙の不足等）、コミュニケーションの問題
（「大人は何でも知っている」「二度尋ねられ
るということは、前の答えが違っていたとい
うことだ」といった語用論的信念）等を指摘
している。 
第二に、大人の側の問題もある。子どもを

助け、できるだけ多くの情報を得ようとして、
大人は選択式の質問を行ったり（質問に含ま
れる情報が記憶を汚染する可能性がある）、
誘導や圧力をかけたりしがちである（レビュ
ウとして仲・上宮、 2005; 仲、 2009等を参
照のこと）。 
こういった問題を踏まえ、欧米、北欧、オ

セアニア、アジア隣国の一部では、認知心理
学・発達心理学の成果を活かした「司法面接
（Forensic Interviews）」と呼ばれる面接法が標
準的に用いられるようになった。司法面接と
は、できるだけ早い時期に原則として 1度だ
け、子どもの自由報告（自発的発話）を重視
した面接を行い、客観的に記録する。そうす
ることで、記憶の変遷や、何度も聞かれるこ
とで生じる精神的二次被害を防ごうとする
ものである。（Hershkowitz et al., 2004等）。申
請者は先行研究において、英国や米国の司法
面接の要素を生かした面接法を開発し、専門
家（児童相談所職員、警察官、検察官等）へ
の研修を通して、その使用を促してきた。し
かし、日本では、本研究の着手時においては、
司法面接に関する研究は少なく、日本の事情
に合わせて面接法や研修プログラムを改善
していくことも必要であった。 
 
２．研究の目的 
申請者は、先行研究において（1）基礎研

究を行い、（2）その成果を踏まえた面接法を
児童福祉司、児童心理司に「研修」として提
供し、（3）効果測定の結果を基礎研究へと投
入するというかたちで研究を進めてきた。本
研究課題の目的は、このようにして開発され
た司法面接法・研修プログラムを評価し、改
善することである。そのために以下の 3つの
アプローチをとる。 
 
（1）基礎的問題の検討：面接方法や面接の
繰り返しが報告に及ぼす影響；ポジティブ／
ネガティブな出来事の記憶；面接で用いられ
る「だいたい」「正確に」等の教示の効果；
出来事を報告するための語彙の習得と使用
（特に、時間語彙）；録音録画面接における
カメラパースペクティブ等に関する実験・調

査研究等、面接の現場で提起される課題につ
き、実証的な知見を得る。 
 
（2）研修効果の検討：研修を受けることで、
何が変化するのかを、面接者の発話の観点か
ら検討する。特に、発話量や発話の正確さに
ついて調査する。 
 
（3）現場における面接の支援：現場の事
案において、専門家が司法面接を使用する支
援を行う。具体的には、面接の計画立案、面
接室の設置やカメラ配置に関するアドバイ
ス、バックスタッフ支援（面接をモニターし、
アドバイスする等）、実施された司法面接の
評価等を行う。 
 
	 これらの課題への取組みを通じて、司法面
接法と研修プログラムの評価と改善を行う。 
 
３．研究の方法 
本研究は「司法面接支援室」を中心として、

実施した。司法面接支援室は、研究代表者、
研究分担者、学術研究員等からなる。司法面
接室の構成員は、次の（1）基礎研究、（2）
知見の提供とフィードバック（実務家への研
修）、（3）社会実装（事例研究）に、以下の
ように携わった。 

 
（1）基礎研究：上述の基礎的な研究課題に
関し、主として心理学実験、調査の手法を用
いて検討をおこなった。また、必要に応じて、
文献研究や、諸外国の司法面接機関の訪問を
実施した。 
 
（2）知見の提供とフィードバック：（1）
の知見も踏まえ、専門家（児童相談所、警察、
検察、教育委員会、法務局等）に研修を行う。
また、研修で得たフィードバックを面接法や
プログラムの改善に活かすとともに、のちの
基礎研究にも投入する。 
 
（3）社会的実装（事例研究）：諸機関の依
頼を受け、現実の事案における司法面接の支
援、実施を行う。情報管理に留意しつつ、社
会実装における課題を明らかにし、解決を図
る。 
 
これらの活動を踏まえ、面接法と研修プロ

グラムを評価し、改善を行う。研究は（1）
→（2）→（3）とスパイラルに行い、最終年
度には、面接法および研修プログラムのアッ
プデート版を作成した。 
 
４．研究成果 
（1）基礎研究：代表的な基礎研究（実験研
究、調査研究、文献研究）は、以下の通りで
ある。①司法面接研修の効果測定：児童福祉
等に関わる専門家 32 人を対象とした調査を
実施した。研修を受けることにより、オープ
ン質問が増え、被面接者からより多くの情報



を引き出せることが判明した（仲、2011）。
②子どもの供述に関する市民の信念：市民は、
子どもの供述の脆弱性に気づいていない可
能性が示された（Naka et al., 2011）。③面接方
法と面接の繰り返しの影響：小学校 2 年生、
5 年生を対象とした実験により、一問一答で
情報を得るよりも、オープン質問で自由報告
を得ることが、より正確な情報をよりたくさ
ん引き出すこと、質問は後の供述を正確にす
ることを示した（仲、2012a）。④ポジティブ
／ネガティブな出来事の報告：幼児を対象に
出来事の特性が報告に及ぼす影響を調べた
（尾山・仲、2013）。⑤面接における教示の
効果：「だいたい／正確に」という教示によ
り、小学校 1年生 4年生が、報告の質を変化
させることができるかどうかを検討した
（佐々木・仲、2014）。⑥カメラパースペク
ティブの影響：録音録画面接における、カメ
ラパースペクティブが供述の信用性判断に
及ぼす影響調べた（仲、2012b等）。⑦出来事
を語るための語彙の習得（時間概念）：幼児
から中学生までを対象に、時間語彙の理解と
時間を手がかりとした出来事の報告につい
て検討した（仲、2013）。⑧スエーデンの司
法面接ガイドラインの翻訳出版（2014）。⑨
研修プログラムの改善に関するまとめ（Naka, 
2014; Naka 2015）。 
 
（2）知見の提供とフィードバック：専門
家（児童相談所、教育委員会、法務局、検事、
警察等）を対象に 110回の研修を行い、フィ
ードバックを得て、（1）の基礎研究に投入し
た。 
 
（3）社会的実装（事例研究）：諸機関の依
頼を受け、現実の事案における司法面接の支
援、実施した。成果を、日本学術会議による
提言、警察庁によるガイドライン作成におけ
る貢献、検察庁における面接の実施支援、そ
のほか、意見書鑑定書の作成等に生かした。
関連する社会的変化として、児童相談所にお
ける司法面接の使用の増加（7 割強の児童相
談所が使用：共同通信による）、厚生労働省・
警察庁、最高検察庁による共同面接実施の推
奨（2016年 10月 28日通知）が挙げられる。 
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